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令

和

４

年

�

月

の

政

府

税

制

調

査

会

に

国

税

庁

が

税

に

対

す

る

公

平

感

へ

の

悪

影

響

が

危

惧

さ

れ

る

調

査

事

例

を

示

し

て

か

ら

約

３

年

が

経

過

し

た

。

示

さ

れ

た

事

例

の

う

ち

、

「

高

額

な

所

得

を

得

て

い

な

が

ら

無

申

告

の

ま

ま

と

し

て

い

た

事

例

」

と

「

長

年

に

わ

た

っ

て

無

申

告

と

な

っ

て

い

た

事

例

」

は

直

後

の

５

年

度

税

制

改

正

で

対

策

が

講

じ

ら

れ

た

。

ま

た

、

「

申

告

後

に

仮

装

隠

蔽

行

為

が

行

わ

れ

た

事

例

」

は

６

年

度

改

正

で

対

策

が

講

じ

ら

れ

た

が

、

残

り

の

事

例

へ

の

対

応

は

積

み

残

し

と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

う

ち

、

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

の

今

後

の

税

制

改

正

に

当

た

っ

て

の

基

本

的

考

え

方

の

中

で

、

国

税

当

局

が

求

め

る

資

料

等

の

提

示

・

提

出

の

協

力

を

納

税

者

に

促

す

た

め

の

措

置

の

検

討

な

ど

が

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

検

討

の

行

方

が

注

目

さ

れ

る

。

　

外

資

系

生

命

保

険

会

社

で

報

酬

を

歩

合

制

に

よ

っ

て

受

け

取

る

複

数

の

生

命

保

険

募

集

人

（

納

税

者

ら

）

が

都

税

事

務

所

か

ら

個

人

事

業

税

の

課

税

客

体

で

あ

る

「

代

理

業

」

に

当

た

る

と

し

て

個

人

事

業

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

受

け

た

こ

と

に

対

し

、

納

税

者

ら

が

代

理

権

を

有

し

て

い

な

い

の

で

代

理

業

に

当

た

ら

な

い

な

ど

と

主

張

し

て

東

京

都

を

相

手

に

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

訴

訟

で

東

京

高

裁

（

萩

本

修

裁

判

長

）

は

２

日

、

納

税

者

ら

の

主

張

を

退

け

た

地

裁

判

決

（

３

月

�

日

号

１

面

参

照

）

を

支

持

し

、

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

判

断

し

た

。

　

高

裁

は

、

地

裁

同

様

に

納

税

者

ら

が

行

っ

た

業

務

が

個

人

事

業

税

の

課

税

客

体

で

あ

る

地

方

税

法

�

条

の

２

（

事

業

税

の

納

税

義

務

者

等

）

第

８

項

�

号

の

「

代

理

業

」

に

該

当

す

る

と

し

た

。

　

ま

た

、

納

税

者

ら

は

、

企

業

の

使

用

人

が

行

う

業

務

が

「

代

理

業

」

に

当

た

る

か

否

か

に

関

し

、

高

裁

で

新

た

に

自

身

ら

は

生

命

保

険

会

社

の

使

用

人

で

あ

り

、

営

業

職

員

を

給

与

所

得

者

で

は

な

く

事

業

所

得

者

と

み

な

す

慣

行

に

し

た

が

っ

て

確

定

申

告

を

行

っ

て

必

要

経

費

を

計

上

し

て

い

る

に

す

ぎ

ず

、

こ

れ

に

よ

っ

て

使

用

人

で

あ

る

こ

と

は

否

定

さ

れ

な

い

な

ど

と

主

張

し

た

が

、

高

裁

は

納

税

者

ら

が

生

命

保

険

会

社

の

使

用

人

で

あ

る

か

ら

と

い

っ

て

そ

の

行

う

事

業

が

直

ち

に

「

代

理

業

」

に

該

当

す

る

こ

と

が

否

定

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

な

ど

と

指

摘

。

納

税

者

ら

の

主

張

は

そ

の

前

提

に

お

い

て

失

当

で

あ

る

と

し

て

退

け

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

非

居

住

者

や

外

国

法

人

か

ら

不

動

産

を

購

入

や

借

り

た

場

合

、

源

泉

徴

収

が

必

要

と

な

る

場

合

が

あ

る

こ

と

を

お

知

ら

せ

す

る

三

つ

の

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

公

表

し

た

。

源

泉

徴

収

の

対

象

と

な

る

場

合

の

あ

る

六

つ

の

支

払

な

ど

を

説

明

し

て

い

る

「

非

居

住

者

等

へ

の

支

払

が

あ

る

場

合

、

ご

確

認

く

だ

さ

い

！

」

は

、

内

容

の

更

新

と

な

っ

て

お

り

、

別

途

、

不

動

産

の

購

入

者

向

け

と

不

動

産

の

賃

借

人

向

け

と

し

て

新

た

に

公

表

さ

れ

た

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

紹

介

す

る

文

言

が

追

加

さ

れ

て

い

る

。

　

非

居

住

者

等

と

の

取

引

に

お

い

て

、

何

ら

か

の

支

払

を

す

る

場

合

、

そ

の

対

価

が

源

泉

徴

収

の

対

象

と

な

る

「

国

内

源

泉

所

得

」

に

該

当

す

る

場

合

は

、

そ

の

支

払

の

際

に

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

を

源

泉

徴

収

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

場

合

が

あ

る

。

　

例

え

ば

、

非

居

住

者

等

か

ら

、

日

本

国

内

に

あ

る

土

地

や

建

物

等

の

不

動

産

を

借

り

た

場

合

、

借

主

は

、

原

則

と

し

て

、

賃

借

料

の

支

払

時

に

、

貸

主

が

負

担

す

べ

き

所

得

税

等

を

源

泉

徴

収

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

個

人

で

自

己

ま

た

は

そ

の

親

族

の

居

住

の

用

に

供

す

る

た

め

に

不

動

産

を

借

り

た

場

合

に

は

、

源

泉

徴

収

を

す

る

必

要

は

な

い

。

な

お

、

借

り

て

い

る

不

動

産

が

譲

渡

等

さ

れ

、

そ

の

所

有

者

が

非

居

住

者

等

に

変

わ

っ

た

場

合

、

所

有

者

の

変

更

が

あ

っ

た

後

に

支

払

う

賃

借

料

に

つ

い

て

は

、

原

則

と

し

て

、

借

主

は

貸

主

が

負

担

す

べ

き

所

得

税

等

を

源

泉

徴

収

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

注

意

し

た

い

。

　

源

泉

徴

収

の

対

象

と

な

る

場

合

の

あ

る

支

払

と

し

て

は

、

①

土

地

等

の

取

得

対

価

を

支

払

う

場

合

、

②

不

動

産

の

賃

借

料

等

を

支

払

う

場

合

、

③

利

子

等

を

支

払

う

場

合

、

④

配

当

等

を

支

払

う

場

合

、

⑤

工

業

所

有

権

、

著

作

権

等

の

使

用

料

等

を

支

払

う

場

合

、

⑥

給

与

等

の

人

的

役

務

の

提

供

に

対

す

る

報

酬

等

を

支

払

う

場

合

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

７

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

具

体

的

に

「

税

務

調

査

の

際

に

、

国

税

当

局

が

求

め

る

資

料

等

が

提

示

・

提

出

さ

れ

ず

正

確

な

事

実

関

係

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

事

例

が

把

握

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

納

税

者

に

協

力

を

促

す

た

め

の

措

置

に

つ

い

て

検

討

す

る

」

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

こ

れ

を

受

け

て

、

６

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

政

府

税

調

の

専

門

家

会

合

で

は

、

財

務

省

か

ら

資

料

等

が

提

示

・

提

出

さ

れ

ず

正

確

な

事

実

関

係

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

事

例

で

、

国

外

関

連

者

に

対

す

る

経

費

支

払

の

実

態

確

認

に

苦

慮

を

し

て

い

る

と

の

報

告

が

行

わ

れ

た

。

そ

う

し

た

も

の

の

中

に

は

、

調

査

対

象

法

人

に

過

去

�

年

間

で

３

回

調

査

し

て

い

る

が

、

い

ず

れ

の

調

査

で

も

十

分

な

資

料

提

供

が

な

さ

れ

ず

、

対

応

改

善

を

求

め

て

も

改

善

さ

れ

な

か

っ

た

ケ

ー

ス

も

あ

っ

た

と

い

う

。

　

特

に

国

外

に

所

在

し

て

い

る

法

人

と

の

取

引

は

、

反

面

調

査

が

困

難

で

あ

る

等

、

当

局

が

取

り

得

る

手

段

が

限

定

さ

れ

て

い

る

た

め

、

そ

の

取

引

実

態

の

確

認

に

は

調

査

対

象

者

に

よ

る

支

払

の

詳

細

な

情

報

の

提

供

が

必

須

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

同

庁

か

ら

の

説

明

を

受

け

て

、

納

税

者

に

協

力

を

促

す

た

め

の

措

置

の

検

討

が

行

わ

れ

、

対

象

と

す

る

取

引

の

相

手

・

取

引

範

囲

や

資

料

の

提

示

・

提

出

を

拒

む

納

税

者

に

ど

の

よ

う

な

効

果

を

生

じ

さ

せ

る

こ

と

が

有

効

か

（

所

得

計

算

上

の

措

置

や

新

た

な

行

政

制

裁

・

罰

則

等

）

な

ど

が

議

論

さ

れ

た

。

こ

の

う

ち

、

取

引

の

対

象

に

つ

い

て

、

委

員

か

ら

は

国

内

取

引

で

あ

れ

ば

調

査

権

が

及

ぶ

の

で

、

国

外

取

引

に

限

定

す

る

と

い

っ

た

意

見

な

ど

が

あ

っ

た

。

　

な

お

、

７

年

度

大

綱

に

は

税

務

調

査

に

お

け

る

資

料

の

提

示

・

提

出

の

求

め

を

正

当

な

理

由

な

く

拒

否

す

る

行

為

や

第

三

者

に

よ

る

納

税

者

の

不

正

へ

の

加

担

行

為

へ

の

対

応

方

針

も

示

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

ち

ら

は

「

引

き

続

き

中

期

的

に

対

応

を

検

討

す

る

」

こ

と

と

さ

れ

て

お

り

、

前

記

の

事

例

よ

り

も

時

間

を

か

け

て

検

討

が

行

わ

れ

る

見

込

み

だ

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � �

第３６７０号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

高

市

早

苗

氏

が

自

民

党

の

新

総

裁

に

選

出

さ

れ

た

。

新

総

裁

が

女

性

に

な

る

の

か

、

は

た

ま

た

大

幅

に

若

返

る

の

か

、

小

泉

進

次

郎

氏

と

の

決

選

投

票

の

テ

レ

ビ

中

継

に

は

思

わ

ず

見

入

っ

て

し

ま

っ

た

★

開

票

結

果

が

発

表

さ

れ

た

時

、

高

市

氏

は

一

瞬

ホ

ッ

と

し

た

笑

顔

を

見

せ

た

も

の

の

、

そ

の

後

は

厳

し

い

表

情

を

崩

さ

な

か

っ

た

。

衆

参

と

も

に

少

数

与

党

の

現

状

、

就

任

後

の

政

権

運

営

の

困

難

さ

は

想

像

に

容

易

い

。

就

任

早

々

、

ト

ラ

ン

プ

大

統

領

と

の

会

談

も

予

定

さ

れ

て

い

る

。

喜

ん

で

ば

か

り

は

い

ら

れ

な

い

と

い

っ

た

心

境

だ

ろ

う

★

国

民

と

し

て

は

「

物

価

高

対

策

に

力

を

注

ぐ

」

と

の

同

氏

の

言

葉

に

期

待

し

た

い

。

ガ

ソ

リ

ン

税

・

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

の

廃

止

や

「

年

収

の

壁

」

の

見

直

し

な

ど

、

今

の

生

活

に

直

結

す

る

施

策

が

必

要

だ

。

果

た

し

て

、

我

が

国

初

の

女

性

首

相

が

誕

生

す

る

の

か

、

野

党

を

含

め

た

政

局

か

ら

ま

す

ま

す

目

が

離

せ

な

い

。

（

Ｄ

）

自動車税種別割におけるパワートレイン別の平均税率等

（登録車・自家用乗用車・令和６年度新車新規ベース）

非電動車 ＨＶ ＰＨＥＶ ＥＶ・ＦＣＶ

新規登録台数 ９４４，８４７１，５６０，３７３ ４１，６７７ ３４，１０６

台数シェア ３６．６％ ６０．５％ １．６％ １．３％

平均新車価格 ３２３万円 ３５１万円 ６７０万円 ７００万円

平均総排気量 １，７９５㏄ １，７４０㏄ ２，３２２㏄ ―

平均車両重量 １，４７８㎏ １，５０１㎏ ２，０１１㎏ １，９４７㎏

平均税率 ３５，２８２円 ３４，４８８円 ４１，９７２円 ２５，０００円

※総務省の資料をもとに作成。平均税率は総排気量のデー

タに基づいて機械的に試算されたもので、グリーン化特

例等の影響は無視されている。

　

４

日

投

開

票

の

自

民

党

総

裁

選

で

高

市

早

苗

氏

が

新

総

裁

に

選

出

さ

れ

た

。

与

党

は

衆

参

両

院

で

過

半

数

割

れ

し

て

い

る

が

、

国

会

で

の

首

相

の

指

名

に

当

た

っ

て

特

に

重

要

な

衆

院

で

の

議

席

は

自

民

党

が

最

多

で

、

現

時

点

で

は

野

党

の

候

補

者

一

本

化

も

進

ん

で

い

な

い

こ

と

か

ら

、

高

市

氏

が

近

く

召

集

さ

れ

る

予

定

の

臨

時

国

会

で

新

た

な

首

相

に

選

出

さ

れ

る

公

算

が

大

き

い

。

こ

こ

で

は

、

今

後

の

税

制

改

正

の

行

方

を

占

う

意

味

で

、

高

市

氏

が

総

裁

選

で

掲

げ

た

政

策

を

税

制

を

中

心

に

確

認

す

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

等

に

対

応

し

た

相

続

税

・

贈

与

税

の

延

納

の

手

引

、

相

続

税

の

物

納

の

手

引

の

手

続

編

と

整

備

編

を

公

表

し

た

。

　

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

延

納

許

可

限

度

額

及

び

物

納

許

可

限

度

額

の

計

算

方

法

が

変

更

さ

れ

て

お

り

、

物

納

許

可

限

度

額

で

は

、

課

税

相

続

財

産

の

種

類

に

お

け

る

延

納

年

数

や

平

均

余

命

年

数

を

考

慮

し

た

計

算

方

法

に

見

直

さ

れ

て

い

る

。

相

続

税

に

つ

い

て

は

７

年

４

月

１

日

以

後

相

続

開

始

に

係

る

延

納

申

請

及

び

物

納

申

請

か

ら

適

用

、

贈

与

税

は

７

年

６

月

�

日

以

後

に

申

請

期

限

が

到

来

す

る

延

納

申

請

書

か

ら

適

用

と

な

っ

て

い

る

。

　

与

野

党

６

党

（

自

民

、

公

明

、

立

憲

民

主

、

日

本

維

新

の

会

、

国

民

民

主

、

共

産

）

で

今

年

中

の

で

き

る

だ

け

早

い

時

期

に

実

施

す

る

こ

と

で

合

意

し

て

い

る

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

の

廃

止

に

つ

い

て

、

高

市

氏

は

総

裁

選

の

公

約

の

中

で

、

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

と

と

も

に

「

廃

止

を

急

ぎ

、

地

方

財

源

も

確

保

」

す

る

と

し

て

い

る

。

国

民

民

主

党

が

求

め

て

い

る

年

収

の

壁

の

引

上

げ

に

つ

い

て

も

「

働

く

意

欲

を

阻

害

し

な

い

」

制

度

を

整

備

す

る

と

明

記

し

た

。

　

ま

た

、

高

市

氏

は

先

の

参

院

選

の

前

に

、

食

料

品

に

関

し

て

消

費

税

の

軽

減

税

率

（

８

％

）

を

一

度

ゼ

ロ

に

す

る

こ

と

を

提

案

し

て

い

た

が

、

総

裁

選

の

出

馬

会

見

で

、

店

ご

と

の

レ

ジ

対

応

な

ど

が

必

要

な

こ

と

か

ら

、

実

施

に

時

間

が

か

か

る

こ

と

を

理

由

に

「

今

の

物

価

高

対

策

と

し

て

即

効

性

は

な

い

と

判

断

」

し

た

と

説

明

。

同

公

約

に

は

盛

り

込

ま

な

か

っ

た

。

　

他

方

、

給

付

付

き

税

額

控

除

の

制

度

設

計

に

着

手

す

る

と

し

た

。

こ

れ

に

つ

い

て

同

会

見

で

、

給

付

付

き

税

額

控

除

は

制

度

設

計

を

し

て

か

ら

施

行

ま

で

時

間

は

か

か

る

も

の

の

、

「

必

要

な

制

度

だ

と

思

っ

て

い

る

」

と

述

べ

た

。

そ

の

理

由

と

し

て

累

進

性

が

ほ

ぼ

な

い

社

会

保

険

料

の

負

担

増

で

諸

外

国

に

比

べ

て

生

活

保

護

よ

り

少

し

上

の

中

低

所

得

層

の

負

担

が

大

き

く

な

っ

た

結

果

、

給

与

収

入

が

増

え

て

も

手

取

り

が

増

え

に

く

く

な

っ

て

い

る

こ

と

を

挙

げ

、

こ

う

し

た

層

を

集

中

的

に

支

援

す

る

方

法

と

し

て

検

討

の

必

要

が

あ

る

と

答

え

た

。

　

法

人

関

係

で

は

、

経

済

安

全

保

障

に

不

可

欠

な

成

長

分

野

に

、

分

野

ご

と

の

官

民

連

携

フ

レ

ー

ム

に

よ

り

積

極

投

資

を

行

い

、

大

胆

な

投

資

促

進

税

制

を

適

用

す

る

こ

と

を

打

ち

出

し

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

公

約

で

は

、

例

え

ば

家

政

士

を

国

家

資

格

化

す

る

こ

と

を

前

提

に

ベ

ビ

ー

シ

ッ

タ

ー

や

家

事

支

援

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

代

金

の

一

部

を

税

額

控

除

す

る

こ

と

や

、

企

業

内

保

育

施

設

や

企

業

主

導

型

施

設

が

病

児

保

育

を

実

施

す

る

場

合

に

は

法

人

税

の

減

免

を

行

う

と

い

っ

た

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

た

だ

、

連

立

政

権

の

拡

大

な

ど

が

な

い

ま

ま

に

高

市

氏

が

首

相

に

就

い

た

場

合

、

与

党

は

衆

参

両

院

で

過

半

割

れ

し

て

い

る

の

で

、

予

算

案

や

各

種

法

案

の

成

立

に

野

党

の

協

力

が

不

可

欠

と

な

る

。

そ

う

し

た

意

味

で

、

政

権

運

営

は

現

政

権

と

同

様

に

野

党

と

協

議

し

、

そ

の

主

張

を

受

け

入

れ

な

が

ら

行

う

、

丁

寧

な

も

の

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

と

考

え

ら

れ

る

。

　

総

務

省

に

設

置

さ

れ

て

い

る

自

動

車

関

係

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

は

６

日

、

第

�

回

会

合

を

開

き

、

自

動

車

の

保

有

段

階

に

お

け

る

課

税

の

あ

り

方

の

方

向

性

な

ど

を

議

論

し

た

。

自

動

車

税

種

別

割

に

お

い

て

、

エ

ン

ジ

ン

が

搭

載

さ

れ

て

お

ら

ず

総

排

気

量

の

値

が

な

い

こ

と

で

最

低

税

率

が

適

用

さ

れ

て

い

る

電

気

自

動

車

（

Ｅ

Ｖ

）

と

燃

料

電

池

車

（

Ｆ

Ｃ

Ｖ

）

に

つ

い

て

、

車

両

重

量

を

新

た

に

課

税

基

準

と

す

る

案

が

示

さ

れ

た

。

車

体

課

税

に

つ

い

て

は

、

令

和

７

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

に

お

い

て

、

取

得

時

に

お

け

る

負

担

軽

減

等

課

税

の

あ

り

方

を

見

直

す

と

と

も

に

、

自

動

車

の

重

量

及

び

環

境

性

能

に

応

じ

た

保

有

時

の

公

平

・

中

立

・

簡

素

な

税

負

担

の

あ

り

方

等

に

つ

い

て

、

８

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

と

明

記

さ

れ

て

い

る

。

　

車

の

保

有

者

が

毎

年

支

払

う

自

動

車

税

の

種

別

割

は

、

エ

ン

ジ

ン

の

排

気

量

に

応

じ

て

税

率

が

定

め

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

Ｅ

Ｖ

等

に

は

エ

ン

ジ

ン

が

搭

載

さ

れ

て

い

な

い

た

め

、

最

低

税

率

が

一

律

に

適

用

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

結

果

、

平

均

新

車

価

格

７

０

０

万

円

の

Ｅ

Ｖ

等

が

、

平

均

３

２

３

万

円

の

非

電

動

車

よ

り

平

均

税

率

が

１

万

円

程

度

低

く

、

課

税

趣

旨

に

沿

わ

な

い

な

ど

と

指

摘

し

て

お

り

、

ま

た

、

Ｅ

Ｖ

等

の

車

両

重

量

は

非

電

動

車

よ

り

重

く

、

道

路

損

傷

性

の

観

点

か

ら

も

留

意

が

必

要

と

し

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

種

別

割

に

お

け

る

環

境

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

機

能

と

な

る

グ

リ

ー

ン

化

特

例

に

お

け

る

重

課

で

は

、

初

回

新

規

登

録

か

ら

�

年

経

過

し

た

ガ

ソ

リ

ン

車

（

デ

ィ

ー

ゼ

ル

車

は

�

年

）

に

お

お

む

ね

�

％

（

軽

自

動

車

税

は

�

％

）

重

課

と

す

る

と

こ

ろ

、

ハ

イ

ブ

リ

ッ

ド

車

（

Ｈ

Ｖ

）

等

は

対

象

か

ら

除

外

さ

れ

て

い

る

が

、

一

定

の

車

齢

が

経

過

し

た

Ｈ

Ｖ

は

、

最

新

の

Ｈ

Ｖ

に

比

し

て

相

対

的

に

環

境

負

荷

が

大

き

い

と

考

え

ら

れ

る

こ

と

な

ど

を

踏

ま

え

、

Ｈ

Ｖ

に

対

す

る

重

課

の

あ

り

方

に

つ

い

て

検

討

す

べ

き

と

し

た

。

　

そ

の

ほ

か

の

課

題

と

し

て

は

、

自

動

車

税

及

び

軽

自

動

車

税

に

お

い

て

自

家

用

自

動

車

よ

り

営

業

用

自

動

車

の

標

準

税

率

が

低

い

「

営

自

格

差

」

も

示

さ

れ

た

。

道

路

損

傷

負

担

金

性

格

の

観

点

か

ら

、

営

業

用

自

動

車

の

方

が

利

用

頻

度

は

高

い

こ

と

な

ど

か

ら

、

現

在

の

最

大

約

３

倍

の

格

差

は

、

合

理

性

を

欠

い

て

い

る

と

い

う

指

摘

が

あ

る

一

方

、

営

業

用

自

動

車

を

運

行

し

て

い

る

民

間

路

線

バ

ス

や

タ

ク

シ

ー

等

の

公

共

交

通

機

関

が

地

域

社

会

に

お

い

て

果

た

し

て

い

る

役

割

な

ど

に

つ

い

て

も

十

分

配

慮

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

の

広

報

部

長

に

こ

の

ほ

ど

就

任

し

た

。

「

広

報

部

の

主

な

活

動

は

機

関

紙

『

税

理

士

界

』

の

発

行

と

対

外

広

報

で

す

。

会

員

の

皆

さ

ま

に

適

時

的

確

な

情

報

を

発

信

し

、

電

子

配

信

に

つ

い

て

も

関

係

各

所

と

連

携

し

な

が

ら

、

そ

の

実

現

に

向

け

て

検

討

を

進

め

て

ま

い

り

ま

す

」

と

デ

ジ

タ

ル

化

を

踏

ま

え

た

今

後

の

ビ

ジ

ョ

ン

も

語

る

。

　

税

理

士

試

験

の

受

験

資

格

要

件

の

緩

和

も

あ

り

、

受

験

者

数

が

増

加

傾

向

に

あ

る

。

「

私

は

税

理

士

と

い

う

仕

事

が

好

き

で

す

。

こ

の

職

業

を

選

ん

で

良

か

っ

た

と

心

か

ら

思

い

ま

す

。

そ

の

魅

力

を

若

い

世

代

に

伝

え

た

い

。

そ

れ

が

広

報

部

長

と

し

て

の

使

命

だ

と

も

思

っ

て

い

ま

す

。

税

理

士

は

企

業

の

経

営

を

支

え

、

地

域

社

会

の

発

展

に

貢

献

し

、

時

に

は

納

税

者

の

人

生

の

節

目

に

寄

り

添

う

存

在

。

こ

う

し

た

税

理

士

の

姿

を

若

い

世

代

に

知

っ

て

も

ら

い

た

い

」

と

。

　

そ

の

た

め

、

「

中

学

校

や

学

習

塾

等

と

の

連

携

も

見

据

え

、

進

路

選

択

の

早

い

段

階

か

ら

『

税

理

士

』

と

い

う

職

業

を

紹

介

す

る

出

張

授

業

な

ど

の

企

画

を

検

討

し

て

い

き

ま

す

。

隣

接

士

業

と

の

『

士

業

フ

ェ

ス

』

も

い

い

で

す

ね

」

と

。

　

会

務

多

忙

の

た

め

、

い

く

つ

か

の

趣

味

は

す

で

に

諦

め

、

今

は

国

内

の

小

旅

行

、

映

画

鑑

賞

な

ど

で

休

日

を

過

ご

し

て

い

る

。

　

仙

台

市

内

に

事

務

所

を

構

え

る

。

（

吉

）

　

経

済

産

業

省

は

９

月

�

日

、

住

宅

に

お

け

る

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

性

能

を

示

す

「

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

基

準

」

を

上

回

る

水

準

と

な

る

「

Ｚ

Ｅ

Ｈ

（

ゼ

ッ

チ

）

」

に

つ

い

て

、

新

た

な

定

義

を

発

表

し

た

。

そ

の

名

称

は

、

「

Ｇ

Ｘ

　

Ｚ

Ｅ

Ｈ

」

。

省

エ

ネ

性

能

の

要

件

を

、

脱

炭

素

志

向

型

住

宅

（

Ｇ

Ｘ

志

向

型

住

宅

）

と

同

じ

「

断

熱

等

性

能

等

級

６

・

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

削

減

率

�

％

以

上

」

に

引

き

上

げ

、

戸

建

て

住

宅

で

は

蓄

電

池

と

高

度

エ

ネ

ル

ギ

ー

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

の

導

入

を

要

件

に

追

加

す

る

。

新

た

な

定

義

は

令

和

９

年

４

月

か

ら

適

用

を

開

始

し

、

現

行

の

定

義

の

新

規

取

得

は

９

年

度

末

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

省

エ

ネ

基

準

を

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

に

引

き

上

げ

る

こ

と

も

検

討

さ

れ

て

い

る

。

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

、

省

エ

ネ

基

準

へ

の

適

合

が

要

件

化

さ

れ

て

お

り

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

に

は

借

入

限

度

額

の

上

乗

せ

が

あ

る

。

今

後

、

こ

ち

ら

に

影

響

が

及

ぶ

可

能

性

が

あ

り

そ

う

だ

。

　

総

務

省

は

３

日

、

京

都

市

か

ら

協

議

の

あ

っ

た

法

定

外

目

的

税

の

宿

泊

税

の

変

更

に

つ

い

て

、

同

日

付

で

総

務

相

が

同

意

し

た

と

発

表

し

た

。

　

京

都

市

の

現

行

の

宿

泊

税

は

、

１

人

１

泊

当

た

り

２

０

０

円

（

宿

泊

料

金

２

万

円

未

満

）

、

５

０

０

円

（

同

２

万

円

以

上

５

万

円

未

満

）

、

１

０

０

０

円

（

同

５

万

円

以

上

）

の

３

区

分

と

な

っ

て

い

る

。

　

今

回

の

変

更

に

よ

り

、

①

６

０

０

０

円

未

満

２

０

０

円

、

②

６

０

０

０

円

以

上

２

万

円

未

満

４

０

０

円

、

③

２

万

円

以

上

５

万

円

未

満

１

０

０

０

円

、

④

５

万

円

以

上

�

万

円

未

満

４

０

０

０

円

、

⑤

�

万

円

以

上

１

０

０

０

０

円

の

５

区

分

と

し

、

令

和

８

年

３

月

１

日

か

ら

施

行

す

る

。

　

な

お

、

修

学

旅

行

等

の

参

加

者

（

引

率

者

も

含

む

）

と

、

認

定

こ

ど

も

園

、

保

育

所

等

の

行

事

の

参

加

者

（

引

率

者

も

含

む

）

は

現

行

の

ま

ま

免

除

と

す

る

。

　

６

年

度

決

算

（

速

報

値

）

宿

泊

税

の

税

収

は

過

去

最

高

の

�

億

円

と

な

っ

て

い

る

が

、

そ

の

倍

以

上

の

約

１

２

６

億

円

を

見

込

む

。

ま

た

、

徴

税

費

用

額

は

約

５

億

円

を

見

込

ん

で

い

る

。

　

今

年

２

月

�

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

第

７

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

基

本

計

画

で

は

、

２

０

５

０

年

に

ス

ト

ッ

ク

平

均

（

既

築

・

新

築

両

方

）

で

の

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

の

省

エ

ネ

性

能

の

確

保

を

目

指

し

、

こ

れ

に

至

る

２

０

３

０

年

度

以

降

に

新

築

さ

れ

る

住

宅

に

つ

い

て

は

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

の

省

エ

ネ

性

能

の

確

保

を

目

指

す

と

し

て

お

り

、

そ

の

た

め

に

、

住

宅

・

建

築

物

に

お

け

る

省

エ

ネ

基

準

の

段

階

的

な

水

準

の

引

上

げ

を

遅

く

と

も

２

０

３

０

年

度

ま

で

に

実

施

す

る

と

し

て

い

る

。

　

そ

れ

ら

に

向

け

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

を

大

き

く

上

回

る

省

エ

ネ

性

能

を

有

す

る

Ｇ

Ｘ

志

向

型

住

宅

の

枠

組

み

が

設

け

ら

れ

る

な

ど

、

省

エ

ネ

性

能

を

よ

り

一

層

向

上

さ

せ

る

動

き

が

加

速

し

て

い

る

。

　

令

和

５

年

度

の

新

築

戸

建

住

宅

に

お

け

る

Ｚ

Ｅ

Ｈ

化

率

は

、

経

産

省

に

設

置

さ

れ

た

委

員

会

で

示

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

ハ

ウ

ス

メ

ー

カ

ー

が

�

％

と

な

っ

て

い

る

が

、

ビ

ル

ダ

ー

・

工

務

店

が

�

％

、

大

手

・

中

堅

ビ

ル

ダ

ー

が

９

％

で

、

全

体

で

は

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

新

築

集

合

住

宅

に

お

け

る

Ｚ

Ｅ

Ｈ

化

率

は

�

％

で

、

戸

建

て

よ

り

は

普

及

が

進

ん

で

い

る

。

　

な

お

、

７

年

４

月

か

ら

原

則

、

す

べ

て

の

新

築

住

宅

・

非

住

宅

に

省

エ

ネ

基

準

適

合

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

、

６

年

以

降

の

入

居

か

ら

、

省

エ

ネ

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

が

要

件

と

な

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

新

築

す

る

住

宅

に

つ

い

て

省

エ

ネ

基

準

の

適

合

が

義

務

化

さ

れ

る

前

に

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

省

エ

ネ

基

準

が

要

件

化

さ

れ

て

い

る

た

め

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

を

受

け

ら

れ

な

い

場

合

が

あ

り

得

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

今

後

、

省

エ

ネ

基

準

が

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

こ

と

も

想

定

さ

れ

る

と

こ

ろ

、

そ

れ

に

伴

い

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

要

件

が

見

直

さ

れ

る

場

合

は

、

そ

の

適

用

時

期

等

に

も

注

意

し

た

い

。

　

令

和

７

年

分

の

年

末

調

整

か

ら

適

用

を

受

け

る

従

業

員

が

い

る

、

調

書

方

式

に

よ

る

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

、

年

末

残

高

情

報

が

税

務

当

局

か

ら

提

供

さ

れ

る

こ

と

と

な

り

、

初

年

度

の

確

定

申

告

以

降

は

原

則

、

年

末

調

整

の

た

め

の

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

証

明

書

（

申

告

書

と

兼

用

様

式

）

に

年

末

残

高

情

報

が

記

載

さ

れ

て

交

付

さ

れ

る

。

　

こ

の

控

除

証

明

書

は

、

初

年

度

の

確

定

申

告

時

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

ま

た

は

書

面

に

よ

る

交

付

を

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

、

書

面

に

よ

る

交

付

は

、

２

年

目

以

後

の

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

適

用

期

間

に

係

る

控

除

証

明

書

が

ま

と

め

て

送

付

さ

れ

る

た

め

、

年

末

残

高

情

報

は

２

年

目

の

年

分

の

控

除

証

明

書

に

の

み

記

載

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

た

め

、

書

面

交

付

を

希

望

し

た

場

合

、

３

年

目

の

年

分

以

降

は

、

金

融

機

関

等

か

ら

交

付

さ

れ

る

住

宅

ロ

ー

ン

返

済

計

画

表

等

に

よ

り

年

末

残

高

を

確

認

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

控

除

証

明

書

の

交

付

方

法

に

つ

い

て

は

、

変

更

す

る

こ

と

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

控

除

証

明

書

を

紛

失

し

た

場

合

の

再

交

付

や

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

交

付

と

書

面

に

よ

る

交

付

の

変

更

を

希

望

す

る

場

合

は

、

税

務

署

に

「

年

末

調

整

の

た

め

の

（

特

定

増

改

築

等

）

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

関

係

書

類

の

交

付

申

請

書

」

を

提

出

す

る

。

対

象

と

な

る

年

分

は

、

交

付

申

請

書

を

提

出

し

た

後

の

年

分

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

交

付

の

対

象

と

な

る

者

は

、

居

住

開

始

年

月

日

が

平

成

�

年

１

月

１

日

以

降

の

者

で

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

等

の

電

子

証

明

書

を

利

用

し

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

確

定

申

告

書

ま

た

は

こ

の

交

付

申

請

書

を

提

出

し

た

者

に

限

ら

れ

る

。

　

初

年

度

の

確

定

申

告

時

に

誤

っ

て

控

除

証

明

書

の

交

付

は

不

要

と

し

た

場

合

も

、

こ

の

交

付

申

請

書

で

交

付

を

希

望

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

日

本

に

は

神

社

が

あ

り

様

々

な

神

様

が

棲

む

。

伊

勢

神

宮

、

出

雲

大

社

、

明

治

神

宮

、

全

国

各

所

に

あ

る

八

幡

様

や

お

稲

荷

さ

ん

な

ど

全

部

で

お

よ

そ

�

万

社

あ

る

と

言

わ

れ

る

。

祀

ら

れ

る

神

様

は

、

三

輪

山

（

奈

良

県

）

な

ど

神

の

依

り

代

と

さ

れ

る

山

・

磐

・

森

、

天

照

大

神

・

大

国

主

・

須

佐

能

な

ど

古

事

記

・

日

本

書

紀

（

記

紀

）

の

神

々

や

八

幡

様

・

お

稲

荷

さ

ん

・

七

福

神

な

ど

そ

の

他

の

神

々

、

偉

大

な

天

皇

、

楠

木

正

成

・

家

康

・

秀

吉

な

ど

偉

人

と

さ

れ

る

人

物

、

平

将

門

な

ど

祟

り

の

霊

、

靖

国

神

社

の

よ

う

に

多

く

の

戦

死

者

の

霊

な

ど

実

に

多

様

で

あ

る

。

　

神

様

の

源

は

縄

文

時

代

の

人

々

の

自

然

へ

の

畏

怖

、

祖

霊

信

仰

に

あ

る

。

弥

生

時

代

に

稲

作

の

神

が

加

わ

り

、

そ

の

後

、

陰

陽

道

な

ど

の

影

響

も

受

け

、

６

世

紀

中

頃

に

百

済

か

ら

伝

来

し

た

仏

教

が

天

皇

、

貴

族

に

受

け

入

れ

ら

れ

奈

良

、

平

安

時

代

に

流

布

す

る

に

つ

れ

神

仏

習

合

の

形

で

受

け

入

れ

る

な

ど

柔

軟

性

を

も

っ

て

対

応

し

て

い

っ

た

。

明

治

維

新

か

ら

太

平

洋

戦

争

敗

北

ま

で

は

天

皇

を

現

人

神

、

記

紀

の

高

天

原

神

話

を

事

実

と

す

る

国

家

神

道

が

国

主

導

で

行

わ

れ

た

が

、

敗

戦

、

占

領

軍

に

よ

り

国

家

の

関

与

は

廃

止

さ

れ

、

今

日

で

は

全

て

民

間

の

宗

教

（

神

）

と

し

て

存

在

す

る

。

　

神

道

に

は

開

祖

、

経

典

は

な

い

（

近

世

の

天

理

教

な

ど

教

派

神

道

は

別

）

。

記

紀

は

聖

典

と

さ

れ

、

祝

詞

（

の

り

と

）

は

神

主

が

特

別

な

言

葉

と

独

特

の

節

回

し

で

神

に

祈

り

神

の

言

葉

を

人

に

伝

え

る

も

の

、

清

浄

が

大

切

、

正

直

を

神

は

喜

ぶ

と

さ

れ

る

。

�

は

罪

（

神

の

姿

を

隠

す

も

の

）

、

穢

（

神

の

気

を

枯

ら

す

も

の

）

を

水

で

�

う

こ

と

で

大

切

に

す

る

。

神

道

に

は

高

天

原

、

黄

泉

の

国

と

言

っ

た

現

世

と

は

異

な

る

他

界

は

あ

る

が

、

天

国

や

極

楽

浄

土

と

言

っ

た

来

世

を

積

極

的

に

説

い

て

は

い

な

い

。

現

世

の

価

値

を

認

め

、

精

一

杯

生

き

る

こ

と

が

大

切

と

す

る

。

祖

霊

の

世

界

か

ら

生

ま

れ

死

ん

で

祖

霊

の

世

界

に

戻

る

死

生

観

を

持

つ

。

祭

り

は

神

を

喜

ば

せ

る

も

の

で

、

神

は

人

間

と

同

様

、

喜

び

、

悲

し

み

、

怒

り

、

食

事

も

す

る

。

　

我

々

の

日

常

生

活

を

顧

み

る

と

、

初

詣

、

七

五

三

、

お

祭

り

、

神

前

結

婚

な

ど

神

社

（

日

本

の

神

様

）

に

関

わ

る

も

の

が

多

々

あ

る

。

今

の

家

庭

で

は

少

な

く

な

っ

て

い

る

が

、

昭

和

の

時

代

に

は

家

の

中

に

神

棚

、

仏

壇

双

方

が

あ

る

の

が

普

通

で

あ

っ

た

。

神

道

は

日

本

で

生

成

さ

れ

、

我

々

の

生

活

と

深

く

関

わ

っ

て

い

る

。

我

々

は

神

社

の

祭

神

に

気

軽

に

願

い

事

を

し

安

心

す

る

、

神

社

に

参

詣

す

る

と

気

持

ち

が

す

っ

き

り

も

す

る

。

神

道

に

は

再

生

の

思

想

（

生

ま

れ

変

わ

り

）

も

あ

る

。

　

神

道

、

日

本

の

神

様

は

柔

軟

、

調

和

力

が

あ

り

、

日

本

人

の

気

質

に

合

っ

て

い

る

。

生

活

に

浸

み

込

ん

で

お

り

、

こ

れ

か

ら

も

永

く

日

本

人

と

共

に

あ

る

と

思

う

。

（

匡

）

　

厚

生

労

働

省

は

１

日

、

令

和

５

年

�

月

か

ら

始

ま

っ

た

「

年

収

の

壁

・

支

援

強

化

パ

ッ

ケ

ー

ジ

」

の

中

で

、

当

面

の

対

応

と

位

置

付

け

て

い

た

被

扶

養

者

認

定

基

準

（

原

則

は

年

収

１

３

０

万

円

、

�

歳

以

上

�

歳

未

満

は

７

年

�

月

１

日

か

ら

１

５

０

万

円

）

に

関

し

て

労

働

時

間

延

長

等

に

伴

う

一

時

的

な

収

入

変

動

に

よ

る

同

認

定

の

判

断

に

対

し

、

事

業

主

の

証

明

の

添

付

に

よ

る

迅

速

な

判

断

を

可

能

と

す

る

「

事

業

主

の

証

明

に

よ

る

被

扶

養

者

認

定

の

円

滑

化

」

措

置

を

恒

久

的

な

取

り

扱

い

と

す

る

通

知

を

発

出

し

た

。

　

健

康

保

険

等

の

被

扶

養

者

認

定

は

、

過

去

の

課

税

証

明

書

、

給

与

明

細

書

、

雇

用

契

約

書

等

で

確

認

し

て

い

る

。

「

事

業

主

の

証

明

に

よ

る

被

扶

養

者

認

定

の

円

滑

化

」

は

短

時

間

労

働

者

で

あ

る

被

扶

養

者

（

第

３

号

被

保

険

者

等

）

に

つ

い

て

、

一

時

的

に

年

収

が

１

３

０

万

円

以

上

と

な

る

場

合

に

、

こ

れ

ら

に

加

え

て

、

人

手

不

足

に

よ

る

労

働

時

間

延

長

等

に

伴

う

一

時

的

な

収

入

変

動

で

あ

る

旨

の

事

業

主

の

証

明

を

添

付

す

る

こ

と

で

、

迅

速

な

被

扶

養

者

認

定

を

可

能

と

す

る

も

の

。

一

時

的

な

事

情

と

し

て

認

定

を

行

う

こ

と

か

ら

、

同

一

の

者

に

つ

い

て

原

則

と

し

て

連

続

２

回

ま

で

を

上

限

と

し

て

い

る

。

　

開

始

時

に

は

、

あ

く

ま

で

も

当

面

の

措

置

と

し

て

導

入

す

る

も

の

で

あ

り

、

今

後

さ

ら

に

制

度

の

見

直

し

に

取

り

組

む

と

し

て

い

た

が

、

結

局

、

措

置

を

恒

久

化

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

　

な

お

、

具

体

的

な

運

用

に

つ

い

て

は

こ

れ

ま

で

と

同

様

と

し

て

お

り

、

変

更

は

な

い

。

　

ま

た

、

厚

労

省

は

同

日

、

「

労

働

契

約

内

容

に

よ

る

年

間

収

入

が

基

準

額

未

満

で

あ

る

場

合

の

被

扶

養

者

の

認

定

に

お

け

る

年

間

収

入

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

の

通

知

を

発

出

し

た

。

労

働

契

約

内

容

に

よ

る

年

間

収

入

が

基

準

額

未

満

で

あ

る

場

合

の

年

間

収

入

の

取

扱

い

を

新

た

に

整

理

し

た

と

し

て

い

る

。

　

新

た

に

整

理

さ

れ

た

取

扱

い

で

は

、

被

扶

養

者

と

し

て

の

届

出

に

係

る

者

の

年

間

収

入

は

、

対

象

者

の

過

去

の

収

入

な

ど

か

ら

、

今

後

１

年

間

の

収

入

の

見

込

み

に

よ

り

判

定

し

て

い

る

が

、

労

働

契

約

で

定

め

ら

れ

た

賃

金

か

ら

見

込

ま

れ

る

年

間

収

入

が

１

３

０

万

円

未

満

（

原

則

）

で

あ

り

、

か

つ

、

他

の

収

入

が

見

込

ま

れ

な

い

と

い

っ

た

場

合

な

ど

に

つ

い

て

、

原

則

と

し

て

被

扶

養

者

に

該

当

す

る

も

の

と

し

て

取

り

扱

う

。

　

同

時

に

公

表

さ

れ

た

同

取

扱

い

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

で

は

、

労

働

契

約

内

容

に

よ

っ

て

年

間

収

入

を

判

定

す

る

こ

と

に

し

た

趣

旨

を

、

就

業

調

整

対

策

の

観

点

か

ら

同

認

定

の

予

見

可

能

性

を

高

め

る

た

め

、

労

働

契

約

段

階

で

見

込

ま

れ

る

収

入

を

用

い

て

同

認

定

を

行

う

こ

と

と

し

た

と

し

て

い

る

。

こ

の

た

め

、

労

働

契

約

に

明

確

な

規

定

が

な

く

労

働

契

約

段

階

で

は

見

込

み

難

い

時

間

外

労

働

に

対

す

る

賃

金

等

は

、

同

認

定

に

お

け

る

年

間

収

入

に

は

含

ま

な

い

こ

と

と

な

る

。

労

働

契

約

内

容

が

確

認

で

き

る

書

類

が

な

い

場

合

や

給

与

収

入

以

外

の

他

の

収

入

（

年

金

収

入

や

事

業

収

入

等

）

が

あ

る

場

合

は

従

来

ど

お

り

の

方

法

で

年

間

収

入

を

判

定

す

る

こ

と

と

な

る

。

　

同

取

扱

い

は

８

年

４

月

１

日

か

ら

適

用

す

る

。

　

「

租

税

特

別

措

置

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

」

（

財

務

省

令

第

�

号

）

が

９

月

�

日

付

で

公

布

さ

れ

た

。

　

７

年

度

税

制

改

正

に

お

け

る

持

続

的

な

食

料

シ

ス

テ

ム

の

確

立

に

向

け

た

税

制

上

の

所

要

の

措

置

と

し

て

、

「

食

品

等

の

持

続

的

な

供

給

を

実

現

す

る

た

め

の

食

品

等

事

業

者

に

よ

る

事

業

活

動

の

促

進

及

び

食

品

等

の

取

引

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

」

（

食

料

シ

ス

テ

ム

法

）

に

基

づ

く

、

食

品

等

の

持

続

的

な

供

給

に

資

す

る

事

業

活

動

に

関

す

る

計

画

の

認

定

を

受

け

た

場

合

に

、

所

得

税

及

び

法

人

税

に

お

い

て

「

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

」

「

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

に

向

け

た

投

資

促

進

税

制

」

が

適

用

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

こ

れ

ら

の

税

制

特

例

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

、

確

定

申

告

で

必

要

と

な

る

添

付

書

類

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

「

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

」

の

適

用

を

受

け

る

場

合

は

、

①

認

定

申

請

書

の

写

し

、

②

認

定

申

請

書

に

添

付

さ

れ

た

計

画

書

の

写

し

、

③

認

定

申

請

書

に

係

る

認

定

通

知

書

の

写

し

の

３

点

。

　

他

方

、

「

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

に

向

け

た

投

資

促

進

税

制

」

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

①

認

定

申

請

書

の

写

し

、

②

認

定

申

請

書

に

添

付

さ

れ

た

「

環

境

負

荷

低

減

事

業

活

動

計

画

」

の

写

し

、

③

認

定

申

請

書

に

係

る

認

定

通

知

書

の

写

し

の

３

点

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

「

食

料

シ

ス

テ

ム

法

」

に

基

づ

く

食

品

等

事

業

者

の

持

続

的

な

食

料

供

給

に

資

す

る

取

組

み

を

認

定

す

る

計

画

認

定

制

度

は

、

今

月

１

日

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

た

。

　

同

法

で

は

、

認

定

対

象

と

な

る

事

業

活

動

と

し

て

、

①

農

林

漁

業

者

と

の

安

定

的

な

取

引

関

係

の

確

立

を

図

る

事

業

活

動

、

②

食

品

等

の

流

通

の

合

理

化

や

付

加

価

値

の

向

上

等

を

図

る

事

業

活

動

、

③

環

境

負

荷

の

低

減

を

図

る

事

業

活

動

、

④

食

品

等

の

持

続

的

な

供

給

の

実

現

に

配

慮

し

た

食

品

等

の

一

般

消

費

者

に

選

ば

れ

る

た

め

の

情

報

提

供

を

図

る

事

業

活

動

の

４

つ

の

取

組

み

を

設

け

て

い

る

。

　

い

ず

れ

か

の

取

組

み

に

つ

い

て

、

農

林

水

産

大

臣

の

認

定

を

受

け

る

と

、

前

述

の

税

制

特

例

措

置

（

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

投

資

促

進

税

制

の

適

用

は

、

環

境

負

荷

の

低

減

事

業

活

動

の

み

が

対

象

）

の

ほ

か

、

日

本

政

策

金

融

公

庫

に

よ

る

長

期

低

利

融

資

、

農

業

・

食

品

産

業

技

術

総

合

研

究

機

構

に

よ

る

設

備

等

の

供

用

、

食

品

等

持

続

的

供

給

促

進

機

構

に

よ

る

債

務

保

証

な

ど

の

支

援

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



【第１項】その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又

は雑所得の金額（事業所得の金額及び雑所得の金額のうち

山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち

第�条第３項（公的年金等の定義）に規定する公的年金等

に係るものを除く。）の計算上必要経費に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入

金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接

に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費

その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用

（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないも

のを除く。）の額とする。

【第２項】山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得

の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金

額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、

取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成

又は譲渡に要した費用（償却費以外の費用でその年において

債務の確定しないものを除く。）の額とする。

　必要経費については、所得税法第�条第１項及び第２項にそ

れぞれ次のように規定されています（以下、同条第１項を「第

１項」といい、同条第２項を「第２項」といいます。）。

　所得税法は、その担税力に応じて所得を�種類に分類し、各

々規定しています。そのうち、所得税法第�条が対象とする所

得は、不動産所得、事業所得、山林所得及び雑所得の４つです。

　はじめに第２項をみてみると、文頭に「山林につき」という

文言があることから、山林に係る所得金額の計算上控除する必

要経費を定めているのだということが分かります。このことは、

第１項の括弧書で、「事業所得の金額及び雑所得の金額のうち

山林の伐採又は譲渡に係るものを除く」と規定していることか

らしても明らかです。つまり、山林に関わらない必要経費は、

第２項の適用外ということになります。

　これを踏まえると、第１項は、不動産所得の金額、事業所得

の金額及び雑所得の金額の計算上控除する必要経費を定めた原

則的な規定であるということができます。ところで、公的年金

等は、雑所得に分類され、その収入金額から公的年金等控除額

を控除することになっています（所法�②一）。第１項の括弧

書では、「公的年金等に係るものを除く」と規定しているので、

公的年金等控除額は雑所得の金額の計算上控除されるもののそ

れは必要経費ではないということになります。

　不動産所得や事業所得の必要経費は、業務性を疑いようがあ

りません。しかし、雑所得は、他の所得に分類されない所得を

受け入れるバスケット・カテゴリーであるがゆえ、業務性のみ

ならずそれ以外の必要経費も包含されるものと考えられます。

　

今

年

は

、

「

戦

後

�

年

」

、

「

昭

和

１

０

０

年

」

と

言

わ

れ

、

と

か

く

、

歴

史

的

な

こ

と

が

話

題

を

呼

ん

で

い

る

。

そ

こ

で

、

特

に

、

「

戦

後

�

年

」

に

的

を

絞

り

、

税

制

、

税

務

行

政

に

影

響

を

及

ぼ

し

た

重

要

な

事

項

を

い

く

つ

か

取

り

上

げ

て

論

じ

る

こ

と

と

す

る

。

　

最

初

に

、

申

告

納

税

方

式

に

つ

い

て

述

べ

る

。

国

税

の

税

額

の

確

定

方

式

に

は

、

申

告

納

税

方

式

の

ほ

か

、

賦

課

課

税

方

式

及

び

自

動

確

定

方

式

が

あ

る

が

、

申

告

納

税

方

式

は

戦

後

導

入

さ

れ

た

も

の

で

、

納

税

者

自

ら

が

納

税

額

を

確

定

し

、

納

付

す

る

、

と

い

う

こ

と

で

、

最

も

民

主

的

な

制

度

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

の

た

め

、

多

く

の

識

者

は

、

我

が

国

税

制

の

近

代

化

に

貢

献

し

た

昭

和

�

年

の

シ

ャ

ウ

プ

税

制

の

下

で

、

導

入

さ

れ

、

民

主

主

義

社

会

構

築

の

核

で

あ

る

か

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

、

歴

史

的

事

実

に

反

し

た

説

明

で

あ

る

。

　

我

が

国

の

申

告

納

税

制

度

は

、

ま

ず

、

昭

和

�

年

に

、

資

本

金

５

０

０

万

円

以

上

の

大

法

人

等

に

対

し

、

現

行

制

度

に

類

似

し

た

申

告

納

税

制

度

が

導

入

さ

れ

、

昭

和

�

年

に

は

財

産

税

及

び

戦

時

補

償

特

別

税

に

対

し

、

次

い

で

昭

和

�

年

に

は

、

所

得

税

、

法

人

税

、

相

続

税

に

対

し

、

申

告

納

税

方

式

が

本

格

的

に

採

用

さ

れ

る

に

至

っ

た

。

　

こ

の

よ

う

な

申

告

納

税

方

式

の

導

入

は

、

戦

後

の

民

主

化

と

は

関

係

な

く

、

財

産

税

等

に

お

け

る

財

産

の

所

在

を

納

税

者

に

申

告

さ

せ

る

必

要

が

あ

り

、

ま

た

、

予

算

課

税

制

度

の

下

で

早

期

に

税

収

を

確

保

す

る

必

要

が

あ

っ

た

と

い

う

執

行

上

の

要

請

に

基

づ

く

も

の

で

あ

っ

た

。

そ

の

点

に

つ

い

て

、

当

時

の

税

制

改

正

に

関

与

し

た

者

は

、

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

（

平

田

敬

一

郎

他

共

編

「

昭

和

税

制

の

回

顧

と

展

望

　

上

巻

」

（

大

蔵

財

務

協

会

）

）

。

　

「

そ

れ

は

正

直

な

と

こ

ろ

、

民

主

化

と

い

う

よ

り

も

、

向

こ

う

（

編

注

＝

Ｇ

Ｈ

Ｑ

）

の

意

図

と

し

て

は

、

ま

た

こ

っ

ち

側

も

、

予

算

課

税

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

ん

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

、

４

回

に

も

割

っ

て

賦

課

課

税

な

ん

か

や

れ

る

は

ず

は

な

い

の

だ

か

ら

ね

。

そ

れ

で

、

当

然

、

申

告

納

税

制

度

を

取

る

以

外

に

方

法

が

な

い

の

で

す

よ

。

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

民

主

化

な

り

何

な

り

に

、

結

び

付

け

て

や

ら

な

き

ゃ

な

ら

な

い

。

確

か

に

こ

っ

ち

の

側

に

も

そ

う

い

う

意

図

は

あ

っ

た

。

た

だ

、

向

こ

う

の

予

算

課

税

を

や

れ

と

い

う

こ

と

も

、

ま

た

、

こ

っ

ち

の

側

が

、

予

算

課

税

を

や

る

と

い

う

こ

と

も

、

要

す

る

に

、

今

年

の

税

金

を

今

年

取

る

と

い

う

こ

と

が

主

要

な

目

的

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

と

思

う

。

〝

民

主

化

”

と

言

っ

た

に

し

て

も

、

そ

れ

は

付

け

足

し

の

こ

と

で

あ

っ

て

、

一

番

の

根

本

は

、

予

算

課

税

を

す

る

と

そ

れ

に

は

申

告

納

税

に

す

る

し

か

方

法

が

な

い

と

、

そ

う

い

う

と

こ

ろ

か

ら

出

発

し

て

お

る

こ

と

は

事

実

で

す

よ

。

」

　

か

く

し

て

、

現

行

の

国

税

通

則

法

１

６

条

１

項

１

号

は

、

申

告

納

税

方

式

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

定

義

し

て

い

る

。

「

納

付

す

べ

き

税

額

が

納

税

者

の

す

る

申

告

に

よ

り

確

定

す

る

こ

と

を

原

則

と

し

、

そ

の

申

告

が

な

い

場

合

又

は

そ

の

申

告

に

係

る

税

額

の

計

算

が

国

税

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

従

っ

て

い

な

か

っ

た

場

合

そ

の

他

当

該

税

額

が

税

務

署

長

又

は

税

関

長

の

調

査

し

た

と

こ

ろ

と

異

な

る

場

合

に

限

り

、

税

務

署

長

又

は

税

関

長

の

処

分

に

よ

り

確

定

す

る

方

式

を

い

う

。

」

　

こ

の

よ

う

に

、

申

告

納

税

方

式

の

意

義

が

法

律

上

定

義

づ

け

ら

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

巷

間

、

「

申

告

納

税

で

あ

る

か

ら

、

税

務

署

が

勝

手

に

調

査

し

て

処

分

す

る

の

は

制

度

の

趣

旨

に

反

す

る

」

、

「

納

税

者

の

申

告

内

容

が

も

っ

と

尊

重

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

」

等

の

納

税

者

側

の

不

満

を

聞

く

こ

と

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

不

満

を

言

う

人

た

ち

に

は

、

前

述

し

た

申

告

納

税

方

式

導

入

の

趣

旨

及

び

国

税

通

則

法

上

の

申

告

納

税

方

式

の

定

義

を

理

解

し

て

も

ら

う

必

要

が

あ

る

。

も

っ

と

も

、

租

税

の

納

付

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

側

か

ら

す

る

と

、

租

税

が

経

済

取

引

等

に

お

け

る

コ

ス

ト

で

あ

る

か

ら

そ

の

最

少

化

を

図

る

こ

と

は

当

然

の

こ

と

で

あ

り

、

課

税

庁

か

ら

す

る

と

、

法

律

が

定

め

た

と

お

り

の

租

税

収

入

の

確

保

を

図

り

、

課

税

の

公

平

を

図

る

こ

と

が

職

務

で

あ

る

か

ら

、

申

告

納

税

制

度

の

下

で

、

両

者

が

対

立

す

る

こ

と

も

必

然

で

あ

る

。

　

そ

し

て

、

両

者

の

対

立

は

、

税

務

調

査

の

段

階

で

、

あ

る

い

は

争

訟

段

階

で

顕

在

化

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

そ

れ

は

適

正

な

手

続

の

下

で

解

決

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

れ

が

、

租

税

法

律

主

義

の

内

容

の

ひ

と

つ

で

あ

る

適

正

手

続

の

原

則

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

考

え

て

み

れ

ば

、

納

税

者

と

税

務

署

の

対

立

は

、

一

種

の

ゲ

ー

ム

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

が

、

多

額

な

金

銭

が

伴

う

だ

け

に

厄

介

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

も

と

、

本

書

独

自

の

内

訳

表

や

申

告

書

付

表

、

課

税

取

引

金

額

計

算

表

等

を

用

い

、

免

税

事

業

者

等

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

や

控

除

対

象

外

消

費

税

の

計

算

・

申

告

を

正

し

く

行

え

る

よ

う

解

説

。

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

に

伴

う

改

正

に

つ

い

て

は

経

過

措

置

を

含

め

て

解

説

し

た

ほ

か

、

輸

出

物

品

販

売

場

の

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

へ

の

移

行

に

つ

い

て

概

要

を

解

説

。

　

ま

た

、

少

額

特

例

、

居

住

用

賃

貸

建

物

の

取

得

、

特

定

課

税

仕

入

れ

等

、

還

付

申

告

、

２

割

特

例

に

も

対

応

。

　

勘

定

科

目

別

チ

ェ

ッ

ク

ポ

イ

ン

ト

、

主

要

届

出

書

の

記

載

例

な

ど

も

収

録

。

　

内

容

と

し

て

は

例

え

ば

、

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

等

の

項

目

で

は

、

具

体

的

な

取

扱

い

と

し

て

、

「

消

費

者

に

限

定

し

た

取

引

に

つ

い

て

の

適

格

請

求

書

の

交

付

義

務

」

「

複

数

年

を

ま

た

ぐ

取

引

に

係

る

適

格

請

求

書

の

交

付

」

「

適

格

請

求

書

を

再

交

付

す

る

場

合

」

「

適

格

簡

易

請

求

書

を

交

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

事

業

の

具

体

例

」

「

セ

ミ

ナ

ー

参

加

費

に

係

る

適

格

請

求

書

の

交

付

方

法

」

「

免

税

事

業

者

の

交

付

す

る

請

求

書

等

」

「

適

格

請

求

書

の

記

載

事

項

に

係

る

電

磁

的

記

録

の

保

存

方

法

」

な

ど

の

事

例

を

盛

り

込

む

。

　

Ｂ

５

判

、

９

０

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

４

４

０

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

勤

務

先

の

歯

科

医

院

の

医

師

か

ら

贈

与

を

受

け

た

が

、

相

続

人

の

協

力

を

得

ら

れ

ず

、

相

続

財

産

の

総

額

を

確

定

で

き

な

か

っ

た

こ

と

は

、

無

申

告

加

算

税

の

正

当

な

理

由

に

当

た

ら

な

い

と

し

た

事

例

。

　

請

求

人

が

、

原

処

分

庁

に

よ

る

調

査

を

受

け

て

相

続

税

の

期

限

後

申

告

書

を

提

出

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

無

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

行

っ

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

期

限

内

申

告

書

の

提

出

が

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

し

て

、

当

該

賦

課

決

定

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

７

年

１

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

本

件

被

相

続

人

は

、

令

和

３

年

２

月

（

本

件

相

続

開

始

日

）

に

死

亡

し

、

本

件

被

相

続

人

に

係

る

本

件

相

続

が

開

始

し

た

。

本

件

被

相

続

人

は

、

歯

科

医

業

を

営

ん

で

い

た

が

、

令

和

２

年

に

廃

業

し

た

（

本

件

歯

科

医

院

）

。

　

請

求

人

お

よ

び

Ｘ

は

、

本

件

歯

科

医

院

の

従

業

員

で

あ

り

、

請

求

人

は

本

件

歯

科

医

院

に

約

�

年

間

勤

務

し

て

い

た

。

　

本

件

相

続

に

係

る

共

同

相

続

人

は

、

本

件

被

相

続

人

の

配

偶

者

お

よ

び

長

男

で

あ

る

。

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

開

始

日

に

本

件

被

相

続

人

が

死

亡

し

た

事

実

を

知

っ

た

。

請

求

人

は

、

平

成

７

年

頃

か

ら

本

件

相

続

開

始

日

ま

で

本

件

被

相

続

人

と

交

際

関

係

に

あ

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

頃

に

、

本

件

被

相

続

人

か

ら

Ａ

銀

行

○

○

支

店

の

本

件

預

金

口

座

の

通

帳

お

よ

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

カ

ー

ド

を

預

か

り

、

そ

の

後

は

、

請

求

人

が

こ

れ

ら

を

管

理

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

３

年

１

月

�

日

頃

に

、

本

件

被

相

続

人

か

ら

、

本

件

預

金

口

座

に

預

け

入

れ

ら

れ

て

い

る

金

員

は

全

て

請

求

人

に

贈

与

す

る

旨

、

お

よ

び

本

件

被

相

続

人

に

も

し

も

の

こ

と

が

あ

っ

た

と

き

に

は

本

件

預

金

口

座

へ

金

員

を

振

り

込

む

よ

う

Ｘ

に

依

頼

し

て

あ

る

の

で

、

す

ぐ

に

本

件

預

金

口

座

か

ら

金

員

を

引

き

出

す

よ

う

告

げ

ら

れ

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

被

相

続

人

が

入

院

中

に

重

篤

な

状

況

と

な

っ

た

こ

と

を

知

っ

た

後

、

３

年

２

月

○

日

に

本

件

預

金

口

座

を

確

認

す

る

と

、

前

記

の

と

お

り

金

員

が

振

り

込

ま

れ

て

い

た

た

め

、

同

日

か

ら

同

月

○

日

ま

で

の

間

に

、

本

件

金

員

を

引

き

出

し

た

。

　

請

求

人

は

、

３

年

７

月

�

日

付

の

内

容

証

明

郵

便

で

、

本

件

相

続

人

ら

か

ら

本

件

金

員

の

返

還

を

求

め

ら

れ

た

こ

と

か

ら

、

同

年

８

月

�

日

、

本

件

相

続

人

ら

に

対

し

、

本

件

金

員

は

、

本

件

被

相

続

人

か

ら

死

因

贈

与

を

受

け

た

も

の

で

あ

り

、

本

件

相

続

人

ら

か

ら

の

求

め

に

は

応

じ

る

こ

と

が

で

き

な

い

旨

の

回

答

を

し

た

。

　

そ

の

後

、

請

求

人

は

、

本

件

相

続

人

ら

か

ら

、

本

件

金

員

に

係

る

損

害

賠

償

請

求

の

訴

え

を

提

起

さ

れ

た

が

、

５

年

３

月

�

日

、

請

求

人

と

本

件

相

続

人

ら

と

の

間

で

、

請

求

人

が

本

件

相

続

人

ら

に

対

し

、

解

決

金

を

支

払

う

こ

と

を

内

容

と

し

た

訴

訟

上

の

和

解

が

成

立

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

金

員

の

返

還

を

求

め

ら

れ

た

際

に

代

理

人

に

選

任

し

た

弁

護

士

か

ら

、

本

件

金

員

が

本

件

被

相

続

人

か

ら

の

死

因

贈

与

で

あ

れ

ば

相

続

税

が

か

か

る

可

能

性

が

あ

る

と

伝

え

ら

れ

、

３

年

９

月

末

頃

、

弁

護

士

か

ら

紹

介

さ

れ

た

税

理

士

に

本

件

相

続

に

係

る

本

件

相

続

税

に

つ

い

て

相

談

し

た

。

　

請

求

人

か

ら

本

件

相

続

税

に

つ

い

て

の

相

談

を

受

け

た

税

理

士

は

、

請

求

人

に

対

し

、

相

続

税

の

申

告

手

続

は

被

相

続

人

の

相

続

財

産

の

総

額

が

分

か

ら

な

い

と

で

き

な

い

旨

の

回

答

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

３

年

�

月

�

日

、

弁

護

士

を

通

じ

て

本

件

相

続

人

ら

に

対

し

、

本

件

相

続

税

の

申

告

を

す

る

に

当

た

り

、

相

続

財

産

の

総

額

を

記

載

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

件

被

相

続

人

の

相

続

財

産

の

総

額

を

教

示

願

い

た

い

旨

の

本

件

依

頼

を

し

た

が

、

同

月

�

日

、

本

件

相

続

人

ら

か

ら

、

本

件

依

頼

に

は

応

じ

る

こ

と

が

で

き

な

い

旨

の

回

答

が

あ

っ

た

。

　

争

点

は

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

本

件

相

続

税

の

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

き

、

通

則

法

に

規

定

す

る

正

当

な

理

由

が

あ

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

相

続

人

ら

か

ら

本

件

依

頼

に

対

す

る

回

答

を

拒

否

さ

れ

た

た

め

、

相

当

の

努

力

を

払

っ

て

調

査

し

て

も

遺

産

に

係

る

基

礎

控

除

額

を

超

え

る

額

の

相

続

財

産

を

把

握

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

本

件

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

き

、

通

則

法

に

規

定

す

る

正

当

な

理

由

が

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

税

の

法

定

申

告

期

限

内

に

、

本

件

被

相

続

人

の

法

定

相

続

人

が

本

件

相

続

人

ら

２

名

で

あ

る

こ

と

を

把

握

し

て

お

り

、

本

件

相

続

人

ら

に

も

一

定

の

財

産

が

相

続

さ

れ

る

と

考

え

る

の

が

通

常

で

あ

る

こ

と

や

、

歯

科

医

師

で

あ

っ

た

本

件

被

相

続

人

の

職

業

等

を

踏

ま

え

る

と

、

請

求

人

は

、

本

件

被

相

続

人

に

は

本

件

預

金

口

座

以

外

に

も

、

預

貯

金

や

不

動

産

な

ど

の

財

産

が

あ

っ

た

と

認

識

で

き

た

と

推

認

さ

れ

る

。

ま

た

、

請

求

人

が

、

前

記

推

認

を

妨

げ

る

、

本

件

相

続

人

ら

が

そ

れ

ぞ

れ

取

得

す

る

財

産

が

、

本

件

金

員

よ

り

も

少

な

い

可

能

性

が

あ

る

と

認

識

し

て

い

た

と

認

め

る

べ

き

特

段

の

事

情

は

認

め

ら

れ

な

い

。

そ

う

す

る

と

、

請

求

人

は

、

本

件

被

相

続

人

が

本

件

金

員

の

ほ

か

、

相

続

人

一

人

当

た

り

、

本

件

金

員

の

金

額

と

同

額

か

そ

れ

以

上

の

財

産

を

有

し

て

い

た

（

本

件

被

相

続

人

の

相

続

財

産

に

係

る

課

税

価

格

の

合

計

額

が

遺

産

に

係

る

基

礎

控

除

額

を

超

え

る

）

と

認

識

で

き

た

と

認

め

ら

れ

る

。

　

通

常

の

納

税

者

を

基

準

と

し

て

、

請

求

人

に

お

い

て

、

本

件

被

相

続

人

の

相

続

財

産

に

係

る

課

税

価

格

の

合

計

額

が

遺

産

に

係

る

基

礎

控

除

額

を

超

え

な

い

、

ま

た

は

超

え

る

可

能

性

が

極

め

て

小

さ

い

こ

と

を

客

観

的

に

裏

付

け

る

に

足

り

る

事

実

を

認

識

し

て

期

限

内

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

請

求

人

が

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

本

件

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

こ

と

に

つ

き

、

通

則

法

に

規

定

す

る

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

は

い

え

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（令和７年６月�日現在）

争点 全部取消 一部取消 棄却 却下 不明 合計

総則 ５ � １３３ � ― １６７

国税の納付義務の確定 １０９ ２５０ ２，０７９ ６ ― ２，４４４

納付、徴収、納税

の猶予、担保

� ４ ３４５ � ― ３７６

還付及び還付加算金等 １ ３ １１８ � １ １３３

延滞税 ３ ４ � � ― １１０

過少申告加算税 � � ９２２ １ ― １，０２８

無申告加算税 ８ � ６４９ ２ １ ６８６

不納付加算税 ２ ５ � １ ― �

重加算税 １６２ ４４１ １，０７０ ― ― １，６７３

更正決定等の期間制限、

徴収権の消滅時効

� � ３１６ １ ― ４５１

国税の調査・行政

手続法との関係

５ � � ― ― １０８

不服審査 � � ５１６ １，７４３ ４ ２，３１９

その他 ― ６ � ２ ― �

総計 ４０９ ９５８ ６，３９４ １，８３９ ６ ９，６０６

　

裁

決

要

旨

は

全

て

の

争

点

に

つ

い

て

作

成

す

る

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

裁

決

書

件

数

と

は

必

ず

し

も

一

致

し

ま

せ

ん

が

、

裁

決

要

旨

か

ら

国

税

通

則

法

を

争

点

と

す

る

デ

ー

タ

を

分

析

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

傾

向

）

　

裁

決

要

旨

は

全

部

で

３

万

５

７

５

７

件

（

執

筆

時

点

）

確

認

で

き

ま

し

た

が

、

通

則

法

の

割

合

は

約

�

％

、

却

下

率

が

税

目

別

で

は

一

番

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

件

数

の

多

い

争

点

の

詳

細

を

見

て

み

る

と

、

「

国

税

の

納

付

義

務

の

確

定

」

は

、

更

正

の

請

求

、

理

由

附

記

、

信

義

則

の

争

点

が

多

く

、

「

過

少

申

告

加

算

税

」

は

正

当

な

理

由

が

多

い

傾

向

で

す

。

ま

た

、

「

不

服

審

査

」

は

、

処

分

の

不

存

在

・

消

滅

、

審

査

請

求

期

間

の

不

遵

守

、

不

服

前

置

に

関

す

る

も

の

が

多

い

で

す

が

、

そ

の

多

く

が

却

下

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

４

・

�

％

、

一

部

取

消

率

９

・

�

％

）

と

な

っ

て

い

ま

す

。

（

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

）

　

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

の

詳

細

を

上

位

�

位

ま

で

見

て

み

る

と

、

重

加

算

税

と

偽

り

そ

の

他

不

正

の

行

為

で

そ

の

半

分

を

占

め

１

７

６

件

、

続

い

て

更

正

の

請

求

（

基

礎

と

な

っ

た

事

実

関

係

に

関

す

る

判

決

）

が

�

件

、

処

分

の

理

由

が

�

件

、

調

査

の

範

囲

・

方

法

が

�

件

、

過

少

申

告

加

算

税

（

正

当

な

理

由

）

が

�

件

、

納

税

の

猶

予

が

８

件

あ

り

ま

す

。

（

重

加

算

税

を

争

点

と

す

る

も

の

）

　

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

９

・

�

％

、

一

部

取

消

率

�

・

�

％

）

で

高

く

、

件

数

も

多

く

な

っ

て

い

ま

す

（

争

点

別

で

は

３

番

目

に

多

い

）

。

　

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

で

詳

細

が

分

か

る

も

の

を

見

て

み

る

と

、

「

契

約

書

等

の

虚

偽

作

成

」

が

�

件

（

全

部

取

消

率

�

・

�

％

）

、

「

隠

ぺ

い

・

仮

装

の

意

図

」

が

�

件

（

全

部

取

消

率

９

・

�

％

）

、

「

推

計

課

税

事

件

で

重

加

算

税

を

賦

課

し

た

事

例

」

が

７

件

（

全

部

取

消

率

�

・

�

％

）

、

「

売

上

・

収

入

書

類

の

虚

偽

作

成

」

が

４

件

（

全

部

取

消

率

�

％

）

、

「

虚

偽

答

弁

」

が

３

件

（

全

部

取

消

率

�

・

５

％

）

あ

り

、

事

実

認

定

が

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

争

点

が

多

い

よ

う

に

見

え

ま

す

。

　

他

方

、

「

従

業

員

の

行

為

」

は

�

件

（

全

部

取

消

２

件

、

一

部

取

消

�

件

、

棄

却

�

件

）

、

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

２

・

�

％

、

一

部

取

消

率

�

・

�

％

）

で

、

重

加

算

税

の

中

で

は

件

数

が

そ

れ

な

り

に

あ

り

ま

す

が

、

全

部

取

消

の

件

数

が

少

な

く

、

取

消

率

も

低

い

傾

向

に

あ

り

ま

す

。

　人口減少や高齢化を背景に空き家が増加している。

令和５年の空き家数は約９００万戸で、総住宅数に占め

る空き家の割合は�・８％。空き家数は、�年前と比

べると約�万戸増加しており、�年前との比較では約

２４１万戸も増えている。空き家が適切に管理されない

まま放置されると、老朽化による倒壊や火災の危険、

ごみの不法投棄、スズメバチなどの害虫やハクビシン

などの害獣の発生、不審者の侵入による治安悪化とい

ったリスクが高まることになる。空き家の取得経緯の

�％超は相続とされており、空き家の所有者が遠隔地

に居住するケースも多いことから、空き家の管理が課

題となっている。

　ふるさと納税では、返礼品に空き家の管理サービス

を提供する自治体が多数ある。１７００超の自治体に申し

込みができるとしているふるさと納税のサイトで検索

すると、４００件を超える空き家管理サービスがヒット

した（同じ自治体でサービス内容が異なるものなどを

含む）。

　具体的なサービスの内容は、自治体や委託業者によ

って異なるが、①外観チェック（破損・不審者侵入跡

の有無）、②通風・換気、③通水（排水管やトイレの

劣化防止）、④庭木・雑草の確認、簡易な草取り、⑤

郵便物の回収や確認、⑥報告書（写真付き）を郵送や

メールで送付などがある。

　多くの自治体で複数のプランが設定されており、外

観チェックや郵便物の確認など、家の外からの見回り

だけのプランや、室内に入って通風や通水なども行う

プランなどが選択できる。また、巡回する回数を選択

できる場合もあり、寄附金額によってプランや巡回数

が異なることになる。

　例えば、福島県いわき市の空き家管理サービスをみ

ると、①外観目視点検のみ、年１回で寄附金額が２万

４０００円、②外観目視点検と郵便物等回収を年４回で５

万９０００円、③外観目視点検と室内簡易点検を年１回で

３万５０００円、④外観目視点検と郵便物等回収と室内簡

易点検を年４回で�万５０００円となっており、いずれも

写真入りの報告書を送信等してくれる。

　なお、空き家管理サービスが利用できるのは、寄附

先の自治体にある空き家に限定されるケースがほとん

どとなっている。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　東海税務連絡協議会（会長＝尾崎秀明名

古屋税理士会会長）は９月�日、税理士会ビ

ルで第�回定時総会を開催した。

　当日は、来賓として名古屋国税局の端本

秀夫局長、鈴木敏充総務部長、藤澤久志総

務課長が出席。議事では、令和７年度役員

選任報告が行われ、尾崎会長を再選した。

　このほか、構成７団体の連携を密にし、

各団体の機能をより有効に発揮して、納税

道義の高揚と自主申告納税の推進を図るた

め、構成７団体の⑴連絡協調を図るための

意見及び情報の交換、⑵「税を考える週間」

における関連行事協賛の推進、⑶所得税・

消費税の確定申告期における関連行事等国

税の広報活動に対する協賛の３事業を重点

的に実施することを盛り込んだ７年度事業

計画案などを審議し、承認した。

　また、同協議会は７、８事務年度の２年

間にわたり、租税教室で活用するための新

札の１億円レプリカを名古屋国税局管内�

署に引き渡すこととしており、総会当日に

尾崎会長＝写真左＝が、端本局長＝同右＝

にレプリカを披露した。

　

福

岡

・

博

多

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

坂

本

文

比

古

会

長

）

と

博

多

税

務

署

（

東

谷

光

則

署

長

）

は

９

月

９

日

、

福

岡

市

東

区

の

同

署

会

議

室

で

令

和

７

年

度

の

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

の

審

査

会

を

合

同

で

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

今

年

の

応

募

総

数

は

１

４

５

８

編

で

、

審

査

員

と

し

て

坂

本

会

長

を

は

じ

め

同

納

貯

連

役

員

と

会

員

、

東

谷

署

長

や

九

州

北

部

税

理

士

会

博

多

支

部

の

役

員

ら

約

�

人

が

出

席

し

た

。

　

坂

本

会

長

は

「

生

徒

さ

ん

の

税

金

や

社

会

に

対

す

る

関

心

の

高

さ

に

、

毎

回

感

心

さ

せ

ら

れ

ま

す

」

と

感

想

を

語

り

、

東

谷

署

長

は

「

関

係

者

や

応

募

さ

れ

た

中

学

生

の

皆

様

の

ご

協

力

に

感

謝

申

し

上

げ

ま

す

」

と

述

べ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

北

法

人

会

女

性

部

会

（

犬

嶋

由

香

里

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

市

北

区

北

�

条

商

店

街

「

ノ

ー

ス

ロ

ー

ド

�

フ

ェ

ス

タ

２

０

２

５

」

イ

ベ

ン

ト

会

場

で

税

に

関

す

る

紙

芝

居

を

上

演

し

た

＝

写

真

。

　

上

演

作

品

は

、

水

資

源

の

大

切

さ

と

そ

れ

を

支

え

る

税

の

役

割

を

伝

え

る

「

カ

ッ

パ

の

い

た

ず

ら

」

と

、

み

ん

な

で

お

金

を

出

し

合

い

、

助

け

合

う

こ

と

を

学

ん

で

い

く

「

し

あ

わ

せ

の

あ

お

い

ふ

う

せ

ん

」

で

、

約

�

人

の

子

供

た

ち

が

鑑

賞

し

た

。

女

性

部

会

の

紙

芝

居

上

演

は

、

七

夕

祭

り

会

場

や

盆

踊

り

会

場

で

実

施

し

て

い

た

が

、

コ

ロ

ナ

禍

で

中

断

し

た

経

緯

が

あ

り

、

今

回

夏

祭

り

会

場

に

て

６

年

ぶ

り

に

上

演

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

当

日

は

、

多

く

の

子

供

た

ち

と

ふ

れ

あ

い

た

い

と

女

性

部

会

役

員

�

人

が

集

結

、

札

幌

市

北

区

ま

ち

づ

く

り

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

「

ぽ

っ

ぴ

ぃ

」

と

一

緒

に

拍

子

木

を

打

ち

な

が

ら

、

自

作

チ

ラ

シ

を

配

り

参

加

の

呼

び

か

け

を

行

っ

た

。

久

し

ぶ

り

の

紙

芝

居

上

演

と

あ

っ

て

、

は

じ

め

は

緊

張

気

味

に

小

声

で

演

じ

て

い

た

が

、

終

盤

に

は

役

に

な

り

切

っ

て

ア

ド

リ

ブ

を

加

え

る

な

ど

名

（

迷

）

役

者

振

り

を

披

露

し

て

い

た

。

　

７

月

の

定

期

人

事

異

動

で

、

高

松

国

税

不

服

審

判

所

長

に

石

井

邦

明

氏

が

就

任

し

た

＝

写

真

。

石

井

所

長

は

就

任

の

抱

負

を

次

の

よ

う

に

語

っ

た

。

　

　

国

税

不

服

審

判

所

は

、

「

税

務

行

政

部

内

に

お

け

る

公

正

な

第

三

者

的

機

関

と

し

て

、

適

正

か

つ

迅

速

な

事

件

処

理

を

通

じ

て

、

納

税

者

の

正

当

な

権

利

利

益

の

救

済

を

図

る

と

と

も

に

、

税

務

行

政

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

資

す

る

」

こ

と

を

使

命

と

し

て

い

ま

す

。

　

こ

の

使

命

を

果

た

す

た

め

に

は

、

審

査

請

求

人

と

原

処

分

庁

の

双

方

か

ら

納

得

の

得

ら

れ

る

裁

決

を

行

っ

て

い

く

こ

と

が

大

切

だ

と

考

え

て

い

ま

す

。

こ

の

た

め

、

当

審

判

所

で

は

、

充

実

し

た

調

査

・

審

理

を

尽

く

し

、

正

確

な

事

実

認

定

と

法

令

解

釈

に

よ

る

適

正

な

裁

決

を

迅

速

に

行

う

こ

と

は

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

審

査

請

求

人

と

原

処

分

庁

に

対

し

て

誠

実

か

つ

適

切

に

対

応

す

る

こ

と

や

審

判

の

透

明

性

の

確

保

に

も

配

意

し

た

対

応

が

重

要

で

あ

る

と

感

じ

て

い

ま

す

。

そ

の

上

で

、

行

政

部

内

の

最

終

判

断

を

示

す

裁

決

書

の

作

成

に

当

た

っ

て

は

、

主

張

や

事

実

は

簡

潔

に

、

判

断

は

論

理

展

開

が

明

瞭

で

説

得

力

を

持

っ

た

分

か

り

や

す

い

も

の

と

な

る

よ

う

努

め

て

い

き

ま

す

。

　

そ

の

結

実

と

し

て

、

国

民

か

ら

「

公

平

で

適

正

か

つ

迅

速

な

事

件

処

理

が

な

さ

れ

て

い

る

」

と

の

信

頼

と

評

価

が

得

ら

れ

る

こ

と

を

目

指

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

石

井

邦

明

（

い

し

い

・

く

に

あ

き

）

氏

の

略

歴

　

平

成

元

年

東

京

国

税

局

採

用

。

税

務

大

学

校

専

門

教

育

部

教

授

、

国

税

不

服

審

判

所

本

部

国

税

審

判

官

、

関

東

信

越

国

税

不

服

審

判

所

第

一

部

長

な

ど

を

経

て

、

令

和

７

年

７

月

か

ら

現

職

。

�

歳

。

千

葉

県

出

身

。

　

福

岡

・

久

留

米

地

区

租

税

教

育

推

進

協

議

会

（

権

藤

英

樹

会

長

）

は

９

月

２

日

、

久

留

米

市

立

安

武

小

学

校

の

６

年

生

�

人

を

対

象

に

租

税

教

室

を

実

施

し

た

。

久

留

米

税

務

署

、

久

留

米

大

学

、

公

益

社

団

法

人

久

留

米

法

人

会

と

の

初

の

コ

ラ

ボ

開

催

。

　

当

日

は

、

同

税

務

署

か

ら

小

学

生

に

も

分

か

り

や

す

い

租

税

教

育

用

資

料

の

作

成

を

依

頼

さ

れ

た

同

大

学

の

サ

ー

ク

ル

「

会

計

学

研

究

会

」

の

学

生

ら

が

講

師

と

な

り

、

国

税

庁

の

資

料

を

も

と

に

作

成

し

た

ス

ラ

イ

ド

資

料

を

使

用

し

な

が

ら

、

税

金

の

意

義

や

役

割

な

ど

を

説

明

し

た

＝

写

真

。

　

続

い

て

、

同

法

人

会

青

年

・

女

性

部

会

員

の

進

行

に

よ

り

「

�

年

後

の

街

の

た

め

に

税

金

を

ど

う

使

う

か

」

を

テ

ー

マ

に

模

擬

選

挙

が

行

わ

れ

、

候

補

者

役

の

学

生

が

訴

え

る

税

金

の

使

い

道

に

つ

い

て

、

児

童

ら

は

グ

ル

ー

プ

で

話

し

合

い

、

公

約

の

メ

リ

ッ

ト

・

デ

メ

リ

ッ

ト

を

整

理

し

、

ど

の

候

補

者

に

投

票

す

る

か

を

真

剣

に

考

え

て

い

た

。

　

神

奈

川

・

鎌

倉

団

体

長

会

（

会

長

＝

青

木

政

行

公

益

社

団

法

人

鎌

倉

法

人

会

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

中

学

生

の

「

税

に

つ

い

て

の

作

文

」

対

策

セ

ミ

ナ

ー

を

ビ

デ

オ

通

話

ア

プ

リ

「

Ｚ

ｏ

ｏ

ｍ

」

を

使

用

し

て

開

催

し

た

。

　

こ

の

セ

ミ

ナ

ー

は

毎

年

、

鎌

倉

税

務

署

管

内

の

税

務

関

係

６

団

体

が

講

師

と

な

り

、

近

隣

の

中

学

１

年

生

～

３

年

生

を

対

象

に

開

催

し

て

い

る

も

の

。

　

今

年

は

夏

場

の

暑

さ

を

考

慮

し

て

オ

ン

ラ

イ

ン

授

業

で

行

わ

れ

、

同

署

管

内

（

鎌

倉

市

、

逗

子

市

、

葉

山

町

）

だ

け

で

は

な

く

、

厚

木

市

や

綾

瀬

市

、

茅

ケ

崎

市

、

伊

勢

原

市

な

ど

か

ら

�

人

の

中

学

生

が

受

講

し

た

。

　

セ

ミ

ナ

ー

は

、

同

会

の

講

師

６

人

が

リ

レ

ー

形

式

で

担

当

し

、

「

大

人

に

な

る

と

何

の

た

め

に

働

き

、

何

の

た

め

に

税

金

を

払

う

の

か

」

な

ど

実

際

の

経

験

談

を

交

え

た

内

容

で

構

成

。

　

講

義

で

は

、

「

税

金

の

基

礎

知

識

」

「

納

税

は

義

務

だ

け

で

は

な

い

」

「

災

害

復

興

か

ら

考

え

る

税

」

「

リ

ニ

ア

新

幹

線

と

税

」

「

み

ん

な

の

日

本

は

ど

ん

な

国

？

」

を

ト

ピ

ッ

ク

ス

と

し

て

取

り

上

げ

、

税

の

さ

ま

ざ

ま

な

知

識

を

説

明

し

た

ほ

か

、

「

税

の

使

い

道

・

税

の

集

め

方

は

、

国

民

が

選

挙

で

選

ん

だ

代

表

が

決

め

て

い

る

」

こ

と

に

つ

い

て

も

分

か

り

や

す

く

説

明

し

、

受

講

者

は

、

民

主

主

義

の

成

り

立

ち

、

選

挙

の

仕

組

み

と

そ

の

重

要

性

や

主

権

者

と

し

て

国

の

あ

り

方

を

考

え

る

責

任

に

つ

い

て

学

ん

だ

。

　

セ

ミ

ナ

ー

終

了

後

、

東

京

地

方

税

理

士

会

鎌

倉

支

部

の

矢

野

直

子

氏

は

、

「

今

回

の

セ

ミ

ナ

ー

を

き

っ

か

け

に

、

税

に

つ

い

て

学

ぶ

こ

と

に

よ

り

一

人

ひ

と

り

が

税

の

意

義

を

正

し

く

理

解

し

、

正

し

く

税

金

を

納

め

、

そ

の

使

い

道

に

も

関

心

を

持

っ

て

、

さ

ら

に

は

社

会

や

国

の

あ

り

方

を

主

体

的

に

考

え

る

と

い

う

自

覚

が

生

ま

れ

る

こ

と

に

繋

が

っ

て

ほ

し

い

」

と

話

し

て

い

た

。

　

近

畿

税

理

士

会

（

石

原

健

次

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

大

阪

市

中

央

区

の

ザ

・

ラ

ン

ド

マ

ー

ク

ス

ク

エ

ア

　

オ

オ

サ

カ

で

、

ベ

ト

ナ

ム

の

ホ

ー

チ

ミ

ン

市

税

理

士

会

（

レ

・

テ

ィ

・

ト

ゥ

・

フ

ォ

ン

会

長

）

と

の

友

好

協

定

締

結

式

を

執

り

行

っ

た

。

　

こ

れ

は

、

Ａ

Ｏ

Ｔ

Ｃ

Ａ

（

ア

ジ

ア

・

オ

セ

ア

ニ

ア

タ

ッ

ク

ス

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト

協

会

）

東

京

会

議

２

０

２

３

に

端

を

発

し

、

両

国

の

税

理

士

制

度

を

共

に

研

究

し

、

制

度

の

よ

り

良

い

発

展

を

目

指

す

と

い

う

共

通

の

思

い

か

ら

、

今

回

の

友

好

協

定

の

締

結

に

至

っ

た

。

　

締

結

式

で

は

、

石

原

会

長

と

フ

ォ

ン

会

長

が

、

両

会

の

こ

れ

ま

で

の

交

流

の

積

み

重

ね

の

成

果

な

ど

を

紹

介

。

石

原

会

長

が

あ

い

さ

つ

の

中

で

、

「

本

日

の

協

定

締

結

が

良

好

な

友

好

と

協

力

の

新

た

な

一

歩

と

な

り

、

将

来

に

わ

た

り

実

り

あ

る

関

係

が

築

か

れ

て

い

く

こ

と

を

心

よ

り

願

っ

て

お

り

ま

す

」

と

、

今

後

の

さ

ら

な

る

拡

大

・

発

展

の

協

力

関

係

構

築

に

向

け

た

抱

負

を

述

べ

、

協

定

書

へ

の

署

名

・

交

換

が

行

わ

れ

た

＝

写

真

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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